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北九州市告示第３７８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和３年１１月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１８７８ 戸畑牧

山１号

線 

前 戸畑区牧山海岸３番５２地

先から 

戸畑区牧山海岸３番１地先

まで 

19.2 82.4 

後 戸畑区牧山海岸３番５２か

ら 

戸畑区牧山海岸３番１地先

まで 

19.2 

～ 

23.5 

82.4 
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北九州市公告第７７２号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和３年１１月９日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    家庭ごみ収集用指定袋 １，０９０万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    令和３年１０月１９日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社テライ 

大阪市東淀川区上新庄一丁目２番７号 

５  落札金額   

    ５，８２８万３，５００円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日         

    令和３年９月８日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第７７３号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年１１月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ヒマラヤ八幡西店 

  北九州市八幡西区八枝二丁目１番１０３ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ヒマラヤ 

岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

  代表取締役 小森裕作 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社ヒマラヤ 

岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

    代表取締役 野水優治 

  イ 変更後 

株式会社ヒマラヤ 

岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

    代表取締役 小森裕作 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

株式会社ヒマラヤ 

岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

    代表取締役 野水優治 

  イ 変更後 
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株式会社ヒマラヤ 

岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号 

    代表取締役 小森裕作 

４ 変更の年月日 

  令和３年４月１３日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年１１月１日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和４年３月９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和３年

１２月２９日から令和４年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和４年３月９日までに北九州市産業経

済局商業・ＭＩＣＥ推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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